
 

 

愛知県労働協会主催の講座・セミナー受講の皆さまへ 

 

 台風等が接近した場合、以下の「台風等による講座・セミナーの開催中止の

取り扱いについて」のとおりとしますので、ご承知おきください。 

 

「台風等による講座・セミナーの開催中止の取り扱いについて」 

 

  名古屋地方気象台からの警報が発令された場合の取り扱いは下記のとおり

です。 

 

１ 名古屋地方気象台発表の暴風警報及び大雨警報の両方が、あるいは暴風雪

警報及び大雪警報の両方が発令中の場合、又は、暴風、暴風雪、大雨、大雪の

いずれかの特別警報が発令中の場合は、原則中止とします。 

  ただし、WEB 開催のみでの講座･セミナーは、原則実施します。 

 

２ 開催予定時間前に上記発令中の暴風、暴風雪、大雨、大雪の特別警報及び警

報が全て解除された場合 

 

  （１）開催予定時間の２時間以上前に解除された場合は、平常どおり開催し

ます。 

  （２）開催予定時間の２時間未満前に解除された場合は中止とします。 

 

３ 開催中に上記警報（暴風警報及び大雨警報、あるいは暴風雪警報及び 

大雪警報の両方又は、いずれかの特別警報）が発令された場合は、原則その時

点で中止とします。 

 

４ やむを得ず中止となった場合は、できる限り代替日を設けることとします。 

代替日にご出席いただけない場合、有料講座においては受講料の返金はいたし

かねますので、あらかじめご了承ください。 

 

５ この基準に関わらず交通機関への影響等状況に応じて、講座の中止・開催を

決定する場合もありますので、こちらもご了承ください。 
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